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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

   企業団においては、お客様サービスの向上に努めながらも職員数については極力抑制を

図ってきました。職員の推移等については（６）と（７）のとおりです。 

 

⑴ 職員の採用の状況 

当企業団の職員は、すべて越谷市からの派遣職員で構成されており、独自の採用は行っ

ておりません。 

 

⑵ 職位別任用状況 

平成２３年４月１日現在、副課長相当以上の職の総数は１１人です。 

 

⑶ 職員の退職の状況 

平成２２年度における退職者は、９人でした。 

 

⑷ 級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

 企業職（一） 

区分 
標 準 的 な 

職 の 内 容 

職員数 

（人） 

構成比 

（％） 

８級 局長   １ １．１

７級 次長、副参事 ２ ２．３

６級 課長、主幹 ４ ４．５

５級 副課長、副主幹 ４ ４．５

４級 係長、主査 ３７ ４２．１

３級 副主査 １３ １４．８

２級 主任 ９ １０．２

１級 主事、技師 １８ ２０．５

計  ８８ １００．０

   

企業職（二） 

区分 
標 準 的 な 

職 の 内 容 

職員数 

（人） 

構成比 

（％） 

３級 統括技能主任 １ ５．６

２級 水道施設管理主任、技能主任、守衛業務主任     ９   ５０．０

１級 水道施設管理員、技能員、守衛     ８   ４４．４

計     １８ １００．０
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⑸ 職員の再任用の状況  

再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため、定年退職者等のうち改めて採用され 

る職員であり、地方公務員法第２８条の４の規定により採用される常時勤務職員と同

法第２８条の５の規定による短時間勤務職員です。 

区   分 ２２年度 ２３年度 

常 時 勤 務 ３人 ３人 

短時間勤務 １３人 １４人 

 

⑹  職員数の推移    ＊再任用短時間勤務職員は除く 

平成２１年４月１日 平成２２年４月１日 平成２３年４月１日 

１０９人 １０６人 １０６人 

    

 

⑺ 職種別職員の状況  ＊再任用短時間勤務職員は除く 

職  種 平成２２年度 平成２３年度 増  減 

事務職員（企一） ３９人 ３９人  

技術職員（企一） ４１人 ４０人 △１人 

集金職員（企一） ９人 ９人  

技能職員（企二） １７人 １８人 １人 

計 １０６人 １０６人 ０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 



２ 職員の給与の状況 

 

⑴ 職員給与費の状況 

 

給  与  費 

区分 
職員数

Ａ 給  料 職員手当 
期末手当 

勤勉手当 
計 Ｂ 

１人当た 

り給与費 

（Ｂ/Ａ） 

２２ 

年度 

人 

１０６ 
千円

４４３,５９３
千円

９５,２２９
千円

１７０,５２６
千円 

７０９,３４８ 
千円

６,６９２

   

⑵ 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成２３年４月１日現在) 

 

区    分 企業職（一） 企業職（二） 

平均給料月額 ３５１，４３２円 ２７４，１００円 

平均給与月額 ３８７，５０４円 ２８８，５９０円 

平 均 年 齢 ４６．０歳 ３９．７歳 

 

⑶ 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

区   分 初 任 給 

大 学 卒 １７８,８００円

短 大 卒 １６１,６００円事務・技術職 

高 校 卒 １４９,８００円

 

 

⑷ 特別職の報酬などの状況（平成２３年４月１日現在） 

 

 職   名  報 酬 等 職  名     報 酬 等  

議   長 ３８,９００円/月 企 業 長 ７４２,０００円/月

副 議 長 ３４,７００円/月 参  与 ５６,０００円/月

議   員 ３３,７００円/月 監査委員 ３４０,０００円/年
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⑸ 職員手当の状況 

越谷・松伏水道企業団企業職員の給与に関する規程に基づき支給 

ア 扶養手当・住居手当・特殊勤務手当・管理職手当・通勤手当・期末勤勉手当・退職手当 

手当の種類 
主 な 内 容 

（平成２３年４月１日現在、記載金額は月額） 

２２年度 

支給実績 

扶 養 手 当 

第１１条 

配偶者 １３,０００円/月 

扶養親族 ６,５００円/月 

特定の加算 ５,０００円/月 注意(※１) 

 

 

１４,１０６千円

住 居 手 当 

第１１条の３ 

借家 

(家賃額―２３,０００円)×１/２＋１１,０００円 

＝住居手当額(２７,０００円/月を限度) 

新築・購入から５年以内の期間 ５,５００円/月  

その他 ４,０００円/月 

 

 

 

 

９,６５９千円

通 勤 手 当 

第１２条 

 

交通機関利用者 ６ヵ月定期等の最も経済的な額 

自動車等利用者 (１㎞以上)使用距離に応じ 

３,８００～２４,５００円/月の範囲内の額 

併用限度額 ５５,０００円/月 ７,７１９千円

特殊勤務手当 

第１３条 

特殊自動車運転作業手当 バックホー１５０円/日 

トラック・ダンプカー１００円/日 

徴収手当 ２００円/日 

夜間特殊業務手当 

深夜22時～翌5時まで勤務した場合(勤務1回当り) 

２時間未満４１０円 ２時間以上～５時間以下７３０円 

５時間超１,１００円 

 

 

 

 

 

 

１,５１７千円

管 理 職 手 当 

第１３条の２ 

局 長６５,０００円/月  次 長５５,０００円/月 

副参事５０,０００円/月  課 長４５,０００円/月 

主 幹４０,０００円/月  副課長３５,０００円/月 

副主幹３０,０００円/月 

 

 

 

６,５３９千円

期 末 手 当 

勤 勉 手 当 

第１８条及び 

第１８条の２ 

＜平成２３年度支給割合＞ 

期末手当    勤勉手当 

６月期   １.２２５月分 ０.６７５月分 

１２月期   １.３７５月分 ０.６７５月分 

合 計   ２.６０月分  １.３５月分 

職制上の段階、職務の級等による加算措置…有 

 

 

 

 

 

 

１７０,５２６千円

退 職 手 当 ＜支給率＞  普 通     定年・勧奨 

勤続２０年 ２３．５月分  ３０．５５月分 

勤続２５年 ３３．５月分  ４１．３４月分 

勤続３５年 ４７．５月分  ５９．２８月分 

（埼玉県市町村総合

事務組合から同組合

条例に基づき支給）

 

注意 ※1  特定の加算とは、扶養親族の子のうち満15歳に達する日以後の最初の４月１日から満22歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある子がいる場合に支給するものです。 
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イ 地域手当（平成２２年度決算額）    ウ 超過勤務手当（平成２２年度決算額） 

    

支   給   率 
給料＋扶養手当

の合計の６％※
支 給 総 額 １７,８１９千円

支 給 対 象 職 員 数 １０６人 職 員 １ 人 当 り

平 均 支 給 年 額
１８８千円

支給対象職員１人 

当り平均支給年額 
２６３千円

 

 

  ※ 平成２２年度において、地域手当は６％又は７％とする経過措置等が設けられ

ておりますが、平成２３年度以降は６％になります。 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

 

⑴ 勤務時間（平成２３年４月１日） 

越谷・松伏水道企業団就業規則第６条、第７条に規定 

職員の勤務時間は、一週間当たり３８時間４５分と定められており、原則毎週月曜日

から金曜日までの、それぞれ８時３０分から１７時００分まで又は、８時４５分から１

７時１５分までの勤務となっております。 

交替勤務制の職員も、勤務時間は週３８時間４５分として、勤務の割り振りをしてい

ます。 

 

⑵ 休暇制度の概要・種類等 

越谷・松伏水道企業団就業規則第１４条から第１７条の３に規定 

職員の休暇には、年次休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇があり、それ

ぞれ概要は、次の表のとおりです。 

 

休暇の種類 休 暇 の 概 要 

年次休暇 

労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられる有給によ

る休暇であり、１年度につき最高２０日間付与され、前年度

からの繰越分を含めると最高４０日間となります。 

公傷病等による療

養休暇 

職員が公務もしくは通勤のため負傷し、又は疾病にかかっ

た場合は、その療養に必要と認められる期間。その治療に専

念させる目的で設けられた有給の休暇です。 
病

気

休

暇 
私傷病による療養

休暇 

職員が結核性疾患にかかった場合は１年以内、その他の私

傷病にかかった場合は９０日以内で最小限度必要と認められ

る期間。 

その治療に専念させる目的で設けられた有給の休暇です。 

産前産後休暇 

出産予定の女性職員が、産前の休養を願い出た場合は、そ

の予定日以前６週間(多胎妊娠の場合にあっては、１４週間)

の産前休暇が付与されます。 

出産した女性職員には、産後の休養として８週間の休暇が

付与されます。 

生理休暇 
生理日の勤務が著しく困難な女性職員が、休養を願い出た

場合は、３日以内の休暇が付与されます。 

結婚休暇 

職員が結婚をするときは、その願い出により７日以内、職

員の子女が結婚するときは、３日以内の休暇が付与されま

す。 

忌引休暇 
職員が親族の喪に遇ったときは、別に定める基準により、

１０日以内の休暇が付与されます。 

 

 

 

特 

 

 

別 

 

 

休 

 

 

暇 

 

 
夏季休暇 

職員が６月１日から９月３０日までの夏季期間において健

康の保持及び増進を目的として受ける場合に企業長が必要と

認める日数が付与されます。 
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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に

貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を

行う場合でその勤務しないことが相当であると認められる場

合は１年を通じて５日以内の休暇が付与されます。 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した

被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布そ

の他の被災者を支援する活動 

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主と

して身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若

しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずること

を目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活

動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障

害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支

障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 

子の看護休暇 

小学校修了までの子を養育する職員が、その子の看護のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合、５日の範

囲内（小学校修了までの子が２人以上の場合は１０日）で日

又は時間で休暇が付与されます。 

短期の介護休暇 

職員が規則で定める要介護者の世話をするため勤務しない

ことが相当であると認められる場合、５日の範囲内（要介護

者が２人以上の場合は１０日）で、日又は時間で休暇が付与

されます。 

 

妻の出産補助休暇 

職員の配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当である

と認められる場合、３日の範囲内で、入院等の日から産後２

週間までの間、日又は時間で休暇が付与されます。 

 

 

 

 

 

特 

 

 

 

 

 

 

別 

 

 

 

 

 

 

休 

 

 

 

 

 

 

 

暇 

 

 

 

男性職員の育児参

加のための休暇 

男性職員の育児参加を促進するため、妻の出産予定日の6週

間(多胎妊娠の場合にあっては、１４週間)前の日から当該出

産の日後８週間を経過するまでの期間に、出産に係る子又は

上の子(小学校就学前)の養育のため５日の範囲内で、日又は

時間で休暇が付与されます。 
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特 

 

 

別 

 

 

休 

 

 

暇 

その他の特別休暇 

１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律(平成１０年法律第１１４号)による交通遮断又は隔離 

 そのつど必要と認める期間 

２ 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 

そのつど必要と認める期間 

３ 風水震火災その他の天変地変による職員の現住居の滅失

又は破壊  

１週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間 

４ その他交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合 

そのつど必要と認める期間 

５ 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を

実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のた

め配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供

する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

をする場合 その都度必要と認める期間 

６ その他企業長の認めた場合 その期間 

介護休暇 

 

介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その

他規則に定める者の負傷、疾病又は老齢により２週間以上の

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をす

るため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、

６月以内で必要と認められる期間で日又は時間で付与されま

す。 

介護休暇については、その勤務しない１時間につき勤務１

時間当たりの給与額が減額されます。 

組合休暇 

労働組合の業務又は活動に従事するために認められる無給

の休暇です。組合休暇は、日又は時間を単位として、１年度

につき２０日以内で付与されます。 

 

⑶ 年次休暇の取得状況 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの年次有給休暇の平均取得日数は、

１６．７日でした。 

 

⑷ 育児休業等の取得状況 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を養育するため、

子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを認める制度です。

育児休業をしている期間については、給与は支給されません。２２年度に取得した職員

は１人でした。 

また、職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学前の子を養育するため、１日の勤

務時間の一部（２時間を限度）について勤務しないことができる部分休業、及び１週間

の勤務時間よりも短い時間で勤務することができる育児短時間勤務の制度があり、休業

した期間の給与は減額されます。２２年度に取得した職員はおりませんでした。 
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⑸ 時間外勤務（超過勤務）の状況 

平成２２年度における四半期ごとの時間外勤務の１人当たり月平均時間の状況は下表

のとおりです。 

(単位:時間) 

第１四半期 

（４～６月） 

第２四半期 

（７～９月） 

第３四半期 

(１０～１２月)

第４四半期 

（１～３月） 
年間 

６．９ ５．２ ７．１ ９．６ ８６．４ 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

⑴ 分限処分の状況 

平成２２年度において、免職処分された者及び降任処分された者はありませんでした。 

 

⑵ 懲戒処分の状況 

平成２２年度において、懲戒処分を受けた者はありませんでした。 

 

５ 職員の服務の状況 

 

⑴ 職務専念義務免除の状況 

越谷・松伏水道企業団就業規則第１９条に規定 

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注

意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第３５条)。 

ただし「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事

業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。 

平成２２年度における承認件数は、２３件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 - 



６ 職員の研修の状況 

 

⑴ 研修の概要 

平成２２年度に実施した研修は合計で８９コースあり、延べ研修人員は２９１人です。 

 

実 施 機 関 研 修 名 参加人員

越谷・松伏水道企業団 

転入職員研修 

次亜及び電気設備取扱講習 

ファイリング維持管理事前研修会 

ファイリング維持管理研修会 

普通救命講習Ⅰ 

１５人 

１７人 

２１人 

１６人 

２０人 

越 谷 市 

行政法研修 

監督職員（係長職）研修 

監督職員（副主査）研修 

政策法務研修 

法制執務研修 

危機管理研修 

行政対象暴力対応研修会 

特別委員会傍聴研修 

交通安全講習 

情報セキュリティ研修 

ＤＶ・ハラスメント研修 

越谷市職員認知症サポーター養成講座 

情報化研修 

他 ２２件 

３人 

７人 

３人 

４人 

１人 

２人 

４人 

７人 

４人 

２９人 

１人 

８人 

１２人 

６１人 

日 本 水 道 協 会 

水道基礎講座 

水道事業実務研修会（経営部門）Ａコース 

水道事業実務研修会（経営部門）Ｂコース 

未納料金対策実務研修会 

漏水防止講座 

浄水場等設備技術実務研修会 

水道技術管理者研修会 

水道技術者専門別研修会（水質管理部門） 

水道技術者研修会 

水道研修会 

配水管工技能講習会 

配管設計講習会 

他 ８件 

１人 

１人 

１人 

１人 

１人 

１人 

２人 

１人 

２人 

２人 

１人 

２人 

１９人 

財 団 ・ 民 間 等 

一般緊急自動車運転技能者課程研修会 

危険物取扱者保安講習 

公害防止主任者資格認定講習 

市町村アカデミー（法令実務Ａ） 

地方公営企業財務会計講習会 

水道技術管理者講習会 

他 ８件 

１人 

１人 

１人 

１人 

１人 

２人 

１４人 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

⑴ 厚生福利制度の概要 

職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共済組

合法によって具体的に定められています。当企業団では、当該制度を運用・実施する埼

玉県市町村職員共済組合に加入しています。 

共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必

要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・傷害・死亡に対して年金又は一時金の

給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けなどの「福祉事

業」の大きく分けて３つの事業を行っています。 

また、地方公務員法第４２条に基づく福利厚生事業として、職員の健康保持を目的と

した事業や各職場等におけるスポーツ・レクリエーション事業を実施しています。 

 

 

⑵ 公務災害の概要 

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、傷害及び死亡)又は通勤によ

る災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会

復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行うことを目的としていま

す。具体的には、地方公務員法第４５条に基づいて定められた地方公務員災害補償法に

よって定められています。 

   なお、平成２２年度中における公務災害の認定件数はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


